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ID: 33   
担当部署: 教育委員会 教育総務課  

処分の概要 使用料の徴収 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町公立学校施設等使用条例 第4条第1項 

例 規 番 号 平成18年 条例第91号 

【根拠条文】 

(使用料) 
第4条 学校の校舎等を利用する者(以下「利用者」という。)からは、別表に掲げる使用料を徴
収する。 

2 町長は、学校の校舎等の利用が公用又は公共の用若しくは公益事業のためのものである場
合、その他特別の事情があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を免除することが

できる。 
3 使用料は、施設使用許可証と引換えに町長の発行する納入通知書により納入しなければなら
ない。 

4 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この
限りでない。 

(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなかったとき。 
(2) 利用者がその利用開始前に利用の取消し又は変更の申出をし、教育委員会がこれを承認し
たとき。 

 
【基準】 

 根拠条文に同じ。 
 
 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 37   
担当部署: 教育委員会 教育総務課  

処分の概要 利用許可の取消し等 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町公立学校施設等使用条例 第7条 

例 規 番 号 平成18年 条例第91号 

【根拠条文】 

(利用許可の取消し等) 
第7条 教育委員会は、利用者が次のいずれかに該当するときは、その利用許可を取り消し、又
は利用を停止することができる。 

(1) 利用許可の申請書に偽りの記載があったとき。 
(2) 利用許可の条件に違反したとき。 
(3) 前2号に掲げるもののほか、条例に反すると認めたとき。 
 
【基準】 

 根拠条文及び美里町公共施設における暴力団の利益となる使用等の制限に関する条例第3条
第3項の規定による。 

(使用等の制限) 
第3条  
3 使用等許可権者は、既に公共施設の使用等の許可をしている場合において、当該許可に係る
使用等が暴力団の利益になると認められたときは、当該許可を取り消し、又は当該使用等を

停止するものとする。この場合において、当該使用等に係る者に損害が生じることがあって

も、使用等許可権者は、その責めを負わないものとする。 
 
 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 38   
担当部署: 教育委員会 教育総務課  

処分の概要 保育料等の徴収 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町立幼稚園保育料等徴収条例 第3条 

例 規 番 号 平成18年 条例第92号 

【根拠条文】 

(保育料等の徴収) 
第3条 保育料は、毎月末日(その日前に退園する場合は、その退園をする日)までに徴収するも
のとする。 

2 入園料は、入園を許可した月の末日までに徴収するものとする。 
3 預かり保育料は、毎月末日(その日前に辞退する場合は、その辞退をする日)までに徴収する
ものとする。 

4 一時預かり保育料は、一時預かりを終了した日から10日以内に納入しなければならない。 
5 保育料等は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。 
 
【基準】 

 根拠条文に同じ。 
(保育料等の額) 
第2条 保育料等の額は、次の表に掲げるとおりとする。 

区分 金額 

保育料 月額 5,000円 

入園料 4,500円 

預かり保育料 月額 5,500円 

一時預かり保育料 日額 300円 
 
 美里町立幼稚園預かり保育実施要綱第7条及び第9条並びに美里町立幼稚園預かり保育実施要
領による。 

 
・美里町立幼稚園預かり保育実施要綱 
(預かり保育料等) 
第7条 町長は、預かり保育を受ける園児の保護者から預かり保育料を徴収する。 
2 預かり保育料の額は、園児1人につき月額5,500円(おやつ代は含まない。)とし、毎月末日ま
でに徴収するものとする。 

(保育の停止) 
第9条 町長は、預かり保育を受ける園児の保護者が預かり保育料の督促状の指定期限を経過し
た後においても滞納している場合には、当該園児の預かり保育の停止を命ずることができる。

ただし、町長が止むを得ないと認める場合は、この限りではない。 
 
・美里町立幼稚園預かり保育実施要領 
(預かり保育料及びおやつ代等の徴収) 
第7 預かり保育料(月額5,500円)は、指定日に美里町指定金融機関からの口座振替により納入し
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なければならない。 
2 おやつ代(月額1,500円)は、預かり幼稚園へ期日までに直接納入しなければならない。 
教材費は、月額100円程度とする。 
 
 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1037   
担当部署: 教育委員会 教育総務課  

処分の概要 視聴覚会議室の使用承認の取消し等 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町近代文学館条例施行規則 第6条第3項 

例 規 番 号 平成18年 教育委員会規則第33号 

【根拠条文】 

(視聴覚会議室の使用) 
第6条 視聴覚会議室を使用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。 
2 館長は、視聴覚会議室の使用について、次に当てはまるときは、当該使用を承認しない。 
(1) 文学館事業と目的を異にする使用 
(2) 風紀を乱し秩序を乱す使用 
(3) 営利を目的とする使用 
(4) 管理上支障がある使用 
3 館長は、視聴覚会議室の使用について、次の各号のいずれかに当てはまるときはその使用条
件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。 

(1) 使用者がこの規則に違反したとき。 
(2) 使用目的が承認のときと違ったとき。 
(3) 災害その他の事故により視聴覚会議室の使用ができなくなったとき。 
(4) 館長が文学館運営上特に必要と認めたとき。 
 
【基準】 

根拠条文及び美里町公共施設における暴力団の利益となる使用等の制限に関する条例第3条第3
項の規定による。 

(使用等の制限) 
第3条  
3 使用等許可権者は、既に公共施設の使用等の許可をしている場合において、当該許可に係る
使用等が暴力団の利益になると認められたときは、当該許可を取り消し、又は当該使用等を

停止するものとする。この場合において、当該使用等に係る者に損害が生じることがあって

も、使用等許可権者は、その責めを負わないものとする。 
 
 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1038   
担当部署: 教育委員会 教育総務課  

処分の概要 退館命令等 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町近代文学館条例施行規則 第7条 

例 規 番 号 平成18年 教育委員会規則第33号 

【根拠条文】 

(文学館の入館制限) 
第7条 館長は、次の各号のいずれかに当てはまる者に対し文学館への入館を拒否し、又は退館
を命ずることができる。 

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者 
(2) 施設、設備及び資料、展示物を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者 
(3) 管理上必要な指示に従わない者 
 
【基準】 

根拠条文に同じ。 
 
 「館内申し合わせ」による。 
・泥酔している者 
・暴力により他人に危害を及ぼす可能性がある者 
 
 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1040   
担当部署: 教育委員会 教育総務課  

処分の概要 利用許可の取消し 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町近代文学館町民ギャラリー利用条例 第3条 

例 規 番 号 平成18年 条例第104号 

【根拠条文】 

(利用許可の取消し) 
第3条 教育委員会は、前条第1項による者について、次の各号のいずれかに該当するときは利
用を許可せず、又は利用を取り消すことができる。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。 
(2) 施設又は附属物を損傷、滅失するおそれがあるとき。 
(3) 利用申請にいつわりがあると認めたとき。 
(4) 利用許可の条件に違反したとき。 
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認めたとき。 
 
【基準】 

根拠条文及び美里町公共施設における暴力団の利益となる使用等の制限に関する条例第3条第3
項の規定による。 

(使用等の制限) 
第3条  
3 使用等許可権者は、既に公共施設の使用等の許可をしている場合において、当該許可に係る
使用等が暴力団の利益になると認められたときは、当該許可を取り消し、又は当該使用等を

停止するものとする。この場合において、当該使用等に係る者に損害が生じることがあって

も、使用等許可権者は、その責めを負わないものとする。 
 
 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1041   
担当部署: 教育委員会 教育総務課  

処分の概要 使用料の徴収 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町近代文学館町民ギャラリー利用条例 第4条第1項 

例 規 番 号 平成18年 条例第104号 

【根拠条文】 

(使用料) 
第4条 町民ギャラリーの利用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。 
2 使用料は、前納しなければならない。 
 
【基準】 

根拠条文に同じ。 
 
 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1046   
担当部署: 教育委員会 教育総務課  

処分の概要 退去命令等 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町不動堂記念館管理員規則 第4条 

例 規 番 号 平成18年 教育委員会規則第34号 

【根拠条文】 

(入館の禁止) 
第4条 管理員は施設の保全、秩序の維持に支障を来すと認められるもの又はそのおそれがある
ものに対して入館を禁止し、又は退去を命ずることができる。 

 
【基準】 

根拠条文に同じ。 
 
 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1048   
担当部署: 教育委員会 教育総務課  

処分の概要 町指定有形文化財の現状変更等の許可の取消し等 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町文化財保護条例 第18条第3項 

例 規 番 号 平成18年 条例第115号 

【根拠条文】 

(現状変更等の制限) 
第18条 町指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする
者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会規則の

定める範囲の維持の措置をする場合は、この限りでない。 
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更
に関し必要な指示をすることができる。 

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は許可に係
る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことがで

きる。 
 
【基準】 

根拠条文に同じ。 
 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1050   
担当部署: 教育委員会 教育総務課  

処分の概要 町指定史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可の取消し等 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町文化財保護条例 第39条第2項において準用する第18条第3項 

例 規 番 号 平成18年 条例第115号 

【根拠条文】 

(現状変更等の制限) 
第39条 町指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす
行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更

等については教育委員会規則の定める範囲の維持の措置をする場合、保存に影響を及ぼす行

為については、影響の軽微である場合は、この限りでない。 
2 前項の規定による許可を与える場合には、第18条第2項及び第3項の規定を準用する。 
 
【基準】 

準用する第18条の規定による。 
(現状変更等の制限) 
第18条 町指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする
者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会規則の

定める範囲の維持の措置をする場合は、この限りでない。 
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更
に関し必要な指示をすることができる。 

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は許可に係
る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことがで

きる。 
 
 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 


